
 

 

 

 

 

 

１）未成年者や非喫煙者に最初の１本を吸わせない取り組みをすすめます。 

２）喫煙者は周囲に配慮し、ルールやマナーを守り受動喫煙防止に努めます。 

３）喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響について、 

社内報やポスターの掲示で周知を図ります。 
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